
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                

 札幌市教育委員会では、『子ども一人一人が「自分が大切にされている」と実感できる 

学校づくり』を進めています。子どもが、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる

他者を価値のある存在として尊重する相互承認の感度を高め、多様な人々と協働しながら

様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となって

いく教育を推進します。 

 このリーフレットは、地域学習の推進に当たり、障がいのある子もない子も共に学び合うこ 

とをとおして、互いを尊重し合う大切さを実感できることを目的に作成したものです。 



 

地 域 学 習 
 特別支援学校で学ぶ児童生徒が、地域の子どもたち

と触れ合い、経験を深め、社会性を養い、豊かな人間

性を育むとともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ

ことを目的として実施する、札幌市の取組です。 
 

① 年度当初に教育委員会から在籍校である特別支援学校を通じて、保護者に

地域学習の意向を確認 

② 地域学習を希望する保護者には、教育委員会より在籍校である特別支援学

校を通じて、地域学習校の指定について通知 

地域学習校にも指定校決定について通知 

③ 地域学習校から在籍校へ実施に向けた調整の連絡 

対象：保護者が札幌市内に在住している特別支援学校に在籍する児童生徒 

 

 

【地域学習の指定・取消しについて】 
 〇 地域学習を希望される場合は、在籍する学校へお知らせください。 

 〇 原則として居住地の校区の学校を地域学習校として指定します。 

 〇 保護者から年度途中に地域学習の希望があった場合や市外への転居、もしくは辞退の申し 

   出があった場合は、その都度、地域学習校の指定や取消しを行っております。 

 〇 前年度に地域学習に参加されていたお子様で、今年度も継続を希望される場合は、改めて 

申込みをしていただく必要はありません。ただし、中学部に進学されたお子様については、小 

学部卒業に伴い、改めて申込みが必要となります。 

 

① 意向の確認 

② 指定校の通知 

③ 調整の連絡 



 

直接交流の例 ～地域学習校において子ども同士が直接触れ合う交流 

間接交流の例 ～作品やおたよりの交換、オンラインシステムなどによる交流 

         『 友達とつながろう 』（特別活動） 

【実施学部及び学年】肢体不自由特別支援学校小学部２年生 A さん 

【活動場所及び交流対象】 地域の小学校 小学校２年生 

 

         『お互いのことを分かり合おう』 

【実施学部及び学年】病弱特別支援学校中学部２年生 Ｂさん 

【活動方法及び交流対象】オンラインによる交流 地域の中学校の２年３組 

地域学習の具体的な取組例 

事前学習 

・地域の小学校の場所や活動の内容等について写真や動画を

使ってイメージできるようにする 

・小学校では、A さんのことを知り、一緒にしてみたいこと

を考える 

当 日 

・児童一人一人と関わり合う時間をもち、小学校の児童から

の質問タイムをつくる 

・小学校の児童が準備したミニゲームコーナーで、A さんと

子どもたちが遊びをとおして関わる 

事後学習 
・互いの学校で、活動の振り返りを行い、手紙の交換を行う 

・次の交流に向けた話合いを行う 

１回目 

２回目 

・Ｂさんは、特別支援学校での学習や車いすの使い方などに

ついて教師と一緒に資料を作成し、オンラインシステムを

使って中学校の生徒へ伝える 

・中学校の生徒は、Bさんの発表の良かったところを伝える 

・車いすを利用する人が生活しやすい環境について考える 

(特：特別活動) 

(中：総合的な学習の時間) 

・中学校の生徒は、前回のＢさんの発表から考えたことをグ

ループごとに発表する 

・Ｂさんから感想や意見をもらい、次の学習に生かす 

・互いの学校で、活動の振り返りを行う 



 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                

 

札 幌 市 教 育 委 員 会 

札幌市中央区北２条西２丁目 ＳＴＶ北２条ビル 

（お問合せ先 ℡ ０１１－２１１－３８２１ 学びの支援担当課） 

 

Q1. 地域学習を実施する手続きはどうすればいいですか？ 

    A.地域学習は年間を通して希望を受付けております。希望される場合

は、お子さんが在籍する特別支援学校へお知らせください。また、毎

年度４月下旬頃に、札幌市教育委員会より特別支援学校を通じて保護

者の方に意向確認をさせていただいております。 

 

Q2. 地域学習の際に、ケガをした場合はどのような対応となりま 

すか？ 

A.在籍している特別支援学校の授業として実施するため、在籍してい 

る学校で加入している保険（スポーツ振興センター）の適用となりま 

す。 

 

Q3. 教育課程上の位置付けはどうなりますか？ 

  A.在籍する特別支援学校の授業の一環として、教育課程上に位置付け 

て実施します。 

 

「地域学習」の取組について、札幌市ホームページに掲載しています。 

URL：https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/suisin/jigyo_chiiki.html                                             

 

ＱＲコード： 

地域学習に関するＱ＆A 


